
覚 書 

順天堂大学医学部附属静岡病院（以下、「甲」という）と、 

（以下、「乙」という）とは、甲乙間において西暦 年 月 日付けにて締結した申請

治験許可№ 治-    治験薬等名称   （以下、「本治験」

という）について、下記の通り覚書を締結する。 

記 

１．治験管理料 

① 治験管理料

1契約につき、15,000円/月（初回 IRB月より発生）

② 管理経費

① に掲げた費用に 20%乗じた金額

なお、SMO支援の場合は、上記金額に 90％を乗じた金額とする。

③ 間接費用

① 、②に掲げた費用に 30%を乗じた金額

④ 消費税

税法改正により税率の変動があった場合は、請求時の税率で加算する。

２．請求及び支払い方法 

毎年 12月締めとし、翌月 10日迄に乙に支払いを依頼する。 

乙は、甲が発行する請求書により、請求月の 25 日迄に甲の指定する次の金融機関口座に支払う

ものとする。

名義：  順天堂大学医学部附属静岡病院 院長 山本 拓史

口座番号：スルガ銀行 伊豆長岡支店 普通預金口座 555642

なお、12月前に終了する場合には、終了報告書が提出された月までの分を翌月請求とする。 

３．本覚書に定めない事項、その他疑義を生じた事項については、甲・乙とで協議の上、決定するもの

とする。 

本覚書締結の証として、本書を 2通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

西暦 年 月 日 

（甲）  （乙） 

静岡県伊豆の国市長岡１１２９番地 

順天堂大学医学部附属静岡病院 

院 長  印 印 
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